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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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ブ
ラ
ッ
ク
企

業
と
い
え
ば
多

く
の
人
は
民
間

企
業
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
だ
ろ

う
▼
自
分
た
ち

の
利
益
を
求
め
る
民
間
企
業

と
は
違
い
、
私
た
ち
公
務
員

は
国
民
の
利
益
の
た
め
に
仕

事
を
し
て
お
り
、
当
然
に
賃

金
の
未
払
い
は
あ
り
え
な
い

は
ず
だ
▼
し
か
し
我
が
税
務

署
に
も
ブ
ラ
ッ
ク
な
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
だ
。
先
日
新
聞

に
載
っ
た
よ
う
に
、
未
払
い

の
残
業
手
当
が
報
道
さ
れ

た
。
報
道
自
体
は
一
署
だ
っ

た
が
、
実
際
に
は
相
当
数
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
朝
早
く
か

ら
夜
遅
く
ま
で
、
職
員
は
働

い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
問
題

に
な
ら
な
か
っ
た
の
が
不
思

議
で
あ
っ
た
▼
本
来
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
起

こ
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
今

後
こ
う
い
っ
た
事
が
な
い
よ

う
に
し
っ
か
り
対
策
を
立
て

る
べ
き
と
考
え
る
。
当
局
に

は
し
っ
か
り
反
省
し
て
も
ら

い
た
い
。

賃
下
げ
反

賃
下
げ
反
対対
の
旗
は
下
げ

ら
れ
な
い

〈
出
題
〉
九
段
　
石
榑
郁
郎

黒
先

〈
ヒ
ン
ト
〉

　
一
手
目
が
場
合
の
好
手
で

白
死
と
な
り
ま
す
。

（
8
分
で
二
、
三
段
以
上
）

暮らし・いのち・雇用を守れ！かがやけ憲法！
国民要求実現11・14中央総決起集会に2,000人

　
全
労
連
・
国
民
春
闘
共
闘
は
　
月
　
日
、　
年
秋
年
闘
争
の
結
節
点
と
し
て
中
央

１１

１４

１３

行
動
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
全
国
税
組
合
員
も
北
海
道
・
東
北
・
関
信
・
東
京
・
東

海
・
近
畿
地
連
か
ら
　
名
が
終
日
の
行
動
に
参
加
し
ま
し
た
。

16

族
か
ら
の
長
い
闘
い
と
、
労

働
行
政
が
い
か
に
労
働
者
に

対
し
て
冷
た
い
か
が
話
さ
れ

ま
し
た
。

　
今
国
会
で
は
自
民
党
安
倍

政
権
が
、
数
の
力
を
頼
み
に

財
界
の
言
い
な
り
の
ま
ま
に

ク
ビ
切
り
が
や
り
や
す
い
労

働
法
制
に
し
よ
う
と
し
て
い

「
公
務
員
の
賃
金
の
改
善
」、

「
公
務
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
拡

充
」
を
訴
え
ま
し
た
。

　
参
加
し
た
自
治
体
労
働
者

か
ら
は
地
方
公
務
員
へ
の
賃

下
げ
の
押
し
付
け
、
人
員
削

　
当
日
は
、　
時
か
ら
「
賃

11

下
げ
法
」
廃
止
、
公
務
員
賃

金
改
善
、
公
務
公
共
サ
ー
ビ

ス
拡
充
総
務
省
前
要
求
行
動

が
行
わ
れ
、
総
務
省
前
集
会

で
は
「
給
与
特
例
法
廃
止
」、

減
に
伴
う
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

切
り
捨
て
等
当
局
か
ら
の
執

拗
な
攻
撃
と
た
た
か
っ
て
い

る
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。
　
東
日
本
大
震
災
復
興
に
名

を
借
り
た
攻
撃
は
、
結
局
国

民
に
し
わ
寄
せ
が
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、
参
加
者
一
人
一

人
が
①
給
与
特
例
法
の
即
時

廃
止
②
国
家
公
務
員
の
賃
下

げ
を
地
方
自
治
体
に
押
し
付

け
な
い
③
憲
法
・
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条

約
に
基
づ
く
、
公
務
労
働
者

の
労
働
基
本
権
の
回
復
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
込
め
て

請
願
行
動
を
行
い
ま
し
た
。

も
う
黙
っ
て
い
ら
れ
な
い
 

民
間
も
公
務
も

　
　
時
か
ら
は
会
場
を
日
比

12
谷
野
外
音
楽
堂
に
移
し
、

「
暮
ら
し
・
い
の
ち
・
雇
用
を

守
れ
！
　
か
が
や
け
憲
法
！

　
消
費
税
増
税
中
止
！
　
秘

密
保
護
法
反
対
！
　
国
民
要

求
実
現
　
・
　
中
央
総
決
起

11

14

集
会
」
が
開
催
さ
れ
全
国
か

ら
２
０
０
０
人
が
参
加
し
、

①
労
働
法
制
改
悪
反
対
、
②

特
定
秘
密
保
護
法
の
廃
案
、

③
賃
金
・
公
務
員
制
度
課
題

な
ど
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
の
報
告
で

は
、「
過
労
死
防
止
基
本
法
」

の
制
定
に
向
け
た
動
き
と
そ

こ
に
至
る
ま
で
の
被
害
者
遺

ま
す
。
労
働
者
派
遣
法
や
戦

略
解
雇
特
区
な
ど
で
す
。

な
ぜ
急
ぐ
 

秘
密
保
護
法

　
こ
れ
ら
に
反
対
す
る
労
働

運
動
や
市
民
運
動
の
目
・
耳
・

口
を
塞
ご
う
と
、
特
定
秘
密

保
護
法
の
成
立
に
安
倍
政
権

参議院内集会で

北海道地連の円毛委員長

「
日
本
を
取
り
戻
す
」
は
 

戦
前
の
日
本
を
取
り
戻
す
？

　
集
会
終
了
後
は
国
会
ま
で

シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
挙
げ

デ
モ
行
進
を
行
い
、
デ
モ
行

進
終
了
後
は
参
議
院
議
員
会

館
で
国
会
議
員
要
請
行
動
前

の
集
会
が
開
か
れ
、
日
本
共

産
党
田
村
智
子
参
議
院
議
員

は
躍
起
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
の
多
く
が
反
対
し
て
い

る
の
に
、
是
が
非
で
も
今
国

会
で
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
姿
は
異
常
で
す
。

　
な
ぜ
そ
ん
な
に
急
ぐ
の
で

し
ょ
う
か
。
憲
法
の
拡
大
解

釈
・
そ
し
て
憲
法
改
悪
へ
の

道
筋
が
見
え
て
き
ま
す
。

か
ら
今
国
会
で
の
「
労
働
法

制
」
や
「
特
定
秘
密
保
護
法
」

関
係
の
審
議
の
状
況
等
に
つ

い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
参
加
者
は
組
を
作
り
、
①

労
働
法
制
改
悪
反
対
、
②
特

定
秘
密
保
護
法
案
の
廃
案
、

③
賃
金
・
公
務
員
制
度
課
題

な
ど
を
国
会
議
員
に
要
請
し

ま
し
た
。

　
政
府
は
　
月
　
日
の
閣
議

11

15

決
定
で
、
復
興
財
源
確
保
の

名
目
で
平
成
　
年
度
か
ら

12

行
っ
て
き
た
平
均
７
・
８
％

の
給
与
削
減
を
今
年
度
で
打

ち
切
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し

請
、
②
定
員
の
大
幅
純
減
と

新
た
な
定
員
合
理
化
計
画
の

策
定
、
③
地
方
公
務
員
の
給

与
水
準
の
適
正
化
、
適
正
な

定
員
管
理
の
推
進
、
給
与
体

系
の
抜
本
改
革
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
点
は
、
す
で
に
給
与

構
造
改
革
で
高
年
層
の
給
与

水
準
を
最
大
７
％
引
き
下
げ

て
い
る
事
も
あ
り
、
さ
ら
な

る
改
悪
に
つ
な
が
り
ま
す
。

た
。
し
か
し
、
今
回
の
閣
議

決
定
で
は
、
総
人
件
費
抑
制

の
観
点
か
ら
、
①
給
与
体
系

の
抜
本
改
革
に
つ
い
て
、
2

0
1
4
年
度
中
か
ら
実
施
に

移
せ
る
よ
う
人
事
院
へ
の
要

 　
代
高
年
の
給
与
抑
制
は
継
続

50 さ
ら
な
る
定
員
削
減
と
抱
き
合
わ
せ

職場の支持と闘いの成果

賃下げは今年度で打ち切り

近
畿
地
連
の
組
合
員

東
海
地
連
の
組
合
員

東
北
地
連
の
組
合
員

宛
姐

鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
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餌

影

営

映

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡
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職
場
の
声

【
愛
知
東
支
部
】

Ａ
　
今
年
最
後
の
部
門
研

修
が
　
月
　
日
で
す
。

12

24

「
こ
の
週
は
年
休
取
り
た

い
よ
ね
え
～
」
研
修
　
前

の
週
に
な
ら
な
い
か
な
あ

～
。

Ｂ
　
職
場
が
ギ
ス
ギ
ス
し

て
い
ま
す
ね
。
口
を
ひ
ら

け
ば
「
ジ
ュ
ウ
カ
、
ジ
ュ
ウ

カ
」
そ
し
て
「
た
ま
は
ど

う
か
」
の
声
も
出
始
め
ま

し
た
。
諸
効
率
だ
っ
て
、

私
ゃ
ス
ー
パ
ー
マ
ン
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｃ
　
今
の
職
場
は
、
や
っ

て
い
ら
れ
な
い
。

Ｄ
　
署
長
重
審
の
前
に

「
副
署
長
重
審
」
が
あ
る
そ

う
で
す
。

Ｅ
　「
い
わ
ゆ
る
内
容
説

明
」
か
い
。

Ｄ
　
い
や
正
式
で
す
。

Ｅ
　
こ
の
忙
し
い
の
に

「
時
間
が
な
い
の
に
…
…
」

Ｆ
　
人
間
ド
ッ
ク
で
「
オ

プ
シ
ョ
ン
に
よ
る
検
査

は
、
年
次
休
暇
」
と
の
お
達

し
。

Ｇ
　
ど
う
や
っ
て
測
る

の
、
ス
ト
ッ
プ
ウ
オ
ッ
チ

が
必
要
だ
ね
。

Ｈ
　
退
職
前
の
研
修
。
俗

に
言
う
「
ヤ
メ
ケ
ン
」
が

な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の

か
わ
り
希
望
で
「
審
理
研

修
」
な
る
も
の
が
登
場
し

ま
し
た
。
４
日
コ
ー
ス
と

６
日
コ
ー
ス
が
あ
る
そ
う

で
す
。
ち
な
み
に
、
６
日

コ
ー
ス
に
は
試
験
が
あ
る

そ
う
で
す
。

コ
ラ
ム「
私
鉄
沿
線
」よ
り

【
近
畿
・
東
大
阪
支
部
】

▼
新
徴
収
シ
ス
テ
ム
画
面

の
字
が
小
さ
く
て
見
え
な

い
。
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
も

で
き
な
い
し
、
あ
る
人
は

ル
ー
ペ
を
使
用
し
て
見
て

い
る
。
シ
ス
テ
ム
改
善
を

統
官
に
言
っ
て
も
「
局
か

ら
庁
に
上
申
し
て
い
る
」

と
回
答
す
る
だ
け
で
、
不

具
合
（
不
都
合
）
が
解
消

さ
れ
る
気
配
は
な
い
。

▼
宝
塚
市
役
所
の
火
焔
瓶

投
下
事
件
を
受
け
て
、「
耐

火
書
庫
は
必
ず
閉
め
る
よ

う
に
」
と
の
指
示
が
出
て

い
る
が
、
狭
い
書
庫
で
作

業
す
る
に
は
、
中
の
書
類

を
事
務
室
の
方
へ
移
動
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

短
絡
的
な
対
策
に
し
か
思

え
な
い
…
…
。

病
人
が
増
え
て
い
る

【
近
畿
地
連
】

　
す
べ
て
の
部
門
で
病
人

が
少
な
か
ら
ず
い
る
と
の

報
告
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
パ
ワ
ハ
ラ
や
仕
事
の

や
ら
せ
方
が
原
因
で
心
の

病
に
な
る
職
員
が
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。

　
当
局
は
、
健
康
が
大
事

と
機
会
あ
る
ご
と
に
言
い

ま
す
が
、
根
本
的
に
仕
事

の
や
ら
せ
方
を
考
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

仕
事
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

【
愛
知
支
部
一
宮
分
会
】

　
今
年
も
残
っ
て
い
る
理

由
の
ト
ッ
プ
は
「
仕
事
量

の
多
さ
」
で
し
た
。
特
定

の
職
員
に
「
過
重
な
負
担

を
か
け
な
い
」
と
署
長
交

渉
等
で
回
答
は
い
う
も
の

の
実
態
は
特
定
の
職
員
に

負
担
を
か
け
て
事
務
を
回

し
て
い
る
の
が
実
情
で

す
。
事
務
量
の
見
直
し
を

再
度
す
べ
き
で
す
。
課
税

部
門
に
お
い
て
は
、
国
税

通
則
法
「
改
正
」
に
よ
る

影
響
も
で
て
い
ま
す
。

鞍
杏

庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵

鞍
杏

庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵
庵

鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵

鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵

〈
解
答
〉黒
1
が
こ
の
場
合
の

好
手
。
白
2
に
黒
3
、
5
か

ら
7
と
置
い
て
白
死
で
す
。

黒
1
で
2
は
白
1
黒
3
白
4

以
下
コ
ウ
に
な
り
失
敗
。
白

2
で
3
な
ら
黒
2
で
五
目
ナ

カ
デ
で
す
。

　
全
国
税
は
　
月
6
日
、
国

11

税
職
員
の
処
遇
改
善
を
求
め

交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

　
①
中
高
年
職
員
の
処
遇
改

善
の
施
策
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
②
６
級
以
上
の
級
別
定

数
の
大
幅
増
③
上
席
調
査

（
徴
収
）官
を
直
ち
に
６
級
格

付
け
と
す
る
こ
と
④
Ⅲ
種
採

用
者
の
全
員
同
時
に
２
級
に

昇
格
で
き
る
よ
う
定
数
を
確

保
す
る
こ
と
⑤
女
性
の
登
用

拡
大
に
係
る
６
級
の
数
値
目

標
の
明
示
を
指
導
す
る
こ
と

⑥
行
政
職
　
職
員
の
部
下
数

（二）

制
限
を
撤
廃
し
、
昇
格
に
つ

い
て
抜
本
的
に
改
善
す
る
こ

と
⑦
再
任
用
職
員
の
給
与
の

見
直
し
を
行
う
こ
と
⑧
級
別

標
準
職
務
表
の
抜
本
的
な
改

正
を
お
こ
な
い
各
職
務
の
評

価
を
引
上
げ
る
こ
と
⑨
非
常

勤
職
員
の
処
遇
改
善
⑩
給
与

特
例
法
の
継
続
・
延
長
に
つ

い
て
反
対
の
意
見
表
明
を
す

る
こ
と
、
を
要
求
し
ま
し

た
。
　
こ
れ
ら
の
要
求
に
対
す
る

本
間
課
長
補
佐
か
ら
の
回
答

要
旨
で
す
。

　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇

　
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑨
、
⑩
に

つ
い
て
は
「
直
接
お
答
え
で

き
な
い
」「
関
係
各
課
に
伝
え

る
」「
個
別
的
な
協
議
に
つ
い

て
は
国
税
当
局
へ
」
の
回
答

に
終
始
し
、
①
か
ら
④
と
⑧

に
つ
い
て
は
「
大
変
困
難
」

「
民
間
準
拠
の
原
則
に
則
り
」

「
相
対
的
な
関
係
で
格
付
け
」

等
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
の
回

答
で
し
た
。

　
と
り
あ
え
ず
「
現
場
の
意

見
と
し
て
伺
っ
て
お
く
」
と

の
発
言
は
あ
っ
た
が
、
ど
れ

も
具
体
的
な
も
の
は
無
く
、

曖
昧
で
官
僚
的
な
回
答
で
し

た
。
特
に
⑩
に
つ
い
て
は
ま

る
で
他
人
ご
と
の
よ
う
で
あ

り
、
人
事
院
の
見
識
と
代
償

機
関
と
し
て
の
存
在
意
義
を

問
わ
れ
か
ね
な
い
も
の
で
し

た
。

◆中心テーマ
『庶民大増税の税制について検証する』
 　—国民本位の税財政をめざして—
　1月11日・全体集会（12時受付開始・13時開会）
◆講演
　　　　鶴田廣巳氏（関西大学教授）
　演題　「グローバリゼーションと
　　　　　　　　租税国家の課題」
　1月12日 分科会・全体集会（開会9時〜15時）

会　場　愛知県蒲郡市西浦町大山25
　　　　　西浦温泉　ホテルたつき
　　　　　JR蒲郡駅より送迎バス利用 
 　　　　　　　　　　☎0533‐57‐5111

　　　　【参加申込は本部まで】

第
　
回
税
研
全
国
集
会
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鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
鯵
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宛 姐鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

要求書を本間課長補佐に渡す阿部委員長

処
遇
改
善
求
め
人
事
院
交
渉

　 行(二)職員の処遇と労働条件の
　　　　　改善を求める要求書（抜粋）

2　定員削減を行わないこと。
　①　新たな定員削減計画の中止と総定員法の廃止を求
　　めること。
　②　行(二)職員不補充政策の撤廃を求めること。
　③　公用車廃止・運転手削減、職種や勤務地の変更を一
　　方的・機械的に行わないこと。
　④　勤務地の希望を尊重し、行(二)職員の「空白職場」
　　をなくすことを前提に、弾力的な配置を行うこと。
3　行(二)職俸給表を撤廃し、行(一)職俸給表への統合
　を図り、現行の給与水準を大幅に引き上げるよう働き
　かけること。少なくとも、現在の行(二)職俸給表の水
　準を抜本的に引上げ、昇給間差額を大幅に改善するよ
　う働きかけること。
4　昇格水準の抜本的改善を働きかけること。
（1）「部下数制限」を撤廃し、包括承認基準をみたしてい
る下記の職員全員が昇格できるよう最大限努力すること。
　用務員　　2級　1－77以上
　守　衛　　3級　2－57以上　　2級　1－61以上
　運転手　　4級　3－61以上　　3級　2－41以上
　交換手　　3級　2－49
（数名の電話交換手を直接指揮監督する者は2－41）
（2）用務員の3級昇格発令水準を抜本的に引き上げ、当面、
53歳までに全員3級昇格を実現すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

行（二）職員の処遇・労働条件を改善せよ

　
　
月
　
日
全
国
税
は
、
国
税
庁
行
　
交
渉
（
補
佐
対
応
）
を
実
施
し
ま
し
た
。
交

11

15

（二）

渉
に
は
関
信
地
連
の
中
村
実
浩
さ
ん
（
東
松
山
）
と
東
海
地
連
の
寺
坪
剛
さ
ん
（
津

島
）
の
二
名
の
組
合
員
を
は
じ
め
、
行
　
担
当
の
組
合
員
が
参
加
し
、
部
下
数
制
限

（二）

の
撤
廃
等
を
要
求
し
ま
し
た
。

全
国
税
　「
部
下
数
制
限
」を

撤
廃
し
、
包
括
昇
任
基
準
を

満
た
し
て
い
る
職
員
全
員
が

昇
格
で
き
る
よ
う
最
大
限
努

力
す
る
こ
と
。

当
局
　
人
事
院
規
則
で
定
め

ら
れ
て
お
り
、
当
庁
限
り
で

で
き
な
い
。

　
人
事
院
と
個
別
協
議
で
付

加
業
務
等
の
説
明
を
行
っ
て

き
た
。
今
後
も
最
善
の
努
力

し
て
行
き
た
い
。

全
国
税
　
一
人
職
場
特
有
の

困
難
性
・
責
任
性
を
「
付
加

業
務
」
と
し
て
的
確
に
評
価

し
、
ま
た
ア
ル
バ
イ
ト
・
業

務
委
託
等
も
「
部
下
数
カ
ウ

ン
ト
」
す
る
な
ど
し
て
一
層

の
処
遇
改
善
を
図
る
こ
と
。

当
局
　
ア
ル
バ
イ
ト
、
業
務

委
託
は
部
下
に
準
じ
た
取
り

扱
い
と
し
て
い
る
。

全
国
税
　
部
下
数
（
制
限
）

は
、
署
に
合
わ
な
い
。

当
局
　
だ
か
ら
個
別
協
議
が

あ
る
。

全
国
税
　
運
転
手
4
級
昇
格

（
資
格
基
準
）
で
は
、
相
当
数

の
自
動
車
運
転
手
等
を
直
接

指
揮
監
督
す
る
者
と
あ
る
。

当
局
　
包
括
昇
任
基
準
を
満

た
さ
な
く
と
も
個
別
に
上

げ
て
下
さ
い
。
各
局
は
当

然
知
っ
て
い
る
。

全
国
税
　
個
別
協
議
が
人

事
院
に
ど
の
く
ら
い
上

が
っ
て
い
る
の
か
。

当
局
　
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
人
を
個
別
に
各
局
か
ら

上
げ
て
い
る
。

全
国
税
　
今
ま

で
最
上
位
の
評

価
を
得
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
今

回
の
人
事
評
価

で
は
（
二
段
階

ぐ
ら
い
大
幅

に
）
評
価
を
下

げ
ら
れ
た
。
昇

格
が
白
紙
に

戻
っ
た
。
上
司

が
変
わ
れ
ば
、

全
て
変
え
ら
れ

る
。
上
司
の
気

分
・
好
み
で
評
価
が
決
め
ら

れ
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
お
か

し
い
。

全
国
税
　
総
務
課
長
が
私
に

声
を
か
け
ず
に
、
総
務
課
の

昼
食
会
を
行
っ
た
。
総
務
課

長
の
行
為
、
こ
れ
で
い
い
の

か
。

全
国
税
　
用
務
員
の
3
級
昇

格
発
令
水
準
を
抜
本
的
に
引

き
上
げ
、
当
面
　
歳
ま
で
に

53

全
員
3
級
昇
格
を
実
現
す
る

こ
と
。

当
局
　
従
来
か
ら
人
事
院
に

強
く
要
望
し
て
い
る
。

要求書提要求書提出出、、庁交渉を実庁交渉を実施施
　
月
　
日

11

15

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃

姶逢 娃娃娃娃娃娃娃

要
求
書
を
手
交
す
る
倉
屋
副
委
員
長
（
左
）


